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Ⅰ．はじめに

　1994年のサラマンカ宣言に代表されるように，一
人一人の子どものニーズ（needs）を大切にした教
育を目指すことは世界的な流れの一つとなってい
る。サラマンカ宣言では，すべての人を含み，個人
主義を尊重し，学習を支援し，個別のニーズに対応
する活動が必要であることを表明している27）。この
流れを受けて，UNESCOやOECDなどの国際機関
が中心となって，世界各国でインクルーシィブな教
育を目指す取り組みが行われている。
　我が国においても，障害のある子どもの一人一人
の教育的ニーズに応じる「特別支援教育」が平成19

（2007）年度から本格的に始まった。この制度改正

では，今までの特殊教育では支援の対象となってい
なかったLD，ADHD，高機能自閉症の子どもたち
が支援を受けられるようになった。これらの子ども
の多くは，通常の学級に在籍し何らかの課題を抱え
ている子どもである。しかしながら，新しい制度が
現場で定着するにはいくつかの課題があげられる。
例えば，具体的な支援のための専門的な知識や技術
の不足，支援体制の構築などである。また，支援対
象が広がった一方，通常の学級に在籍し，障害はな
いが学習に困難のある子どもは含まれていない点も
検討すべき課題である。この他にもいくつか課題が
ある。中でも筆者が最も検討すべき課題だと考えて
いるのは，「教育的なニーズ」の具体的な定義がま
だなされていない点である。この定義が明確になっ
ていない現状では，教員がどのように「ニーズ」を
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理解し，子どもに関わっていくかが曖昧であり，制
度が変わっても障害のある子どもへの本来の「支援」
に結びつかない可能性があるのではないだろうか。
　一方で，英国では子どもの教育的なニーズを中
心として制度設計を行い，1980年より取り組まれ
てきた特別な教育的ニーズ（Special Educational 
Needs，SENと 略 す。） に 応 じ る 教 育 制 度 が あ
る。この制度では，「特別な教育的なニーズ，SEN

（Special Educational Needs）」を「特別な教育手だ
て（Educational Provision）」と対にすることでそ
の定義を行っている。一般的に英国のSENは「特
別な教育的なニーズ」と訳されているため26），単純
に障害のある子どもを表す一つのカテゴリーと誤
解されがちである。しかしながら，実際にはSEN
は，障害だけではなく，学習遅滞等の明確な障害の
ない子どもをもその対象としており，その対象範囲
は，学習に困難のある全ての子どもと考えられてい
る６）26）。我が国の「特別支援教育（Special Needs 
Education）」は英国のSENに応じる教育と似た概
念であるために比較がされることが多いが，SEN
の中で述べられている「ニーズ」とはどのようなも
のなのだろうか。また，どのようなものをニーズと
してあげているのであろうか。
　そこで，本稿ではまず英国の教育制度で考えられ
ているSENを明らかとし，SENが目指している教
育がどのようなものかを整理していきたい。さら
に，SENの考え方を踏まえ，今後に課題となるで
あろう日本の特別支援教育における教育的なニーズ
の概念について検討し，どのような枠組みで障害の
ある子どもの教育を構築することが必要なのかにつ
いて考察する。

Ⅱ．ニーズのもつ意味と英国の　　　
　　教育制度におけるニーズについて

１．社会福祉分野におけるニーズ概念
　まず本稿での論考の基盤として，ニーズというも
のがどのようなものかについて考える。
　「ニーズ」という用語は経済分野，福祉分野，教
育分野で広く浸透しており，この用語を使う場合に
は，無意識あるいは暗黙のうちに，消費を行う主体

や，サービスを受ける人，教育を受ける子ども（あ
るいは保護者）の望みを指していることがある。こ
のようなニーズの考え方については，ある主体の欲
求（wants）と同義とされる場合があり，ニーズと
いう概念にはいくつかの様相が重なっているとが考
えられる。
　Bradshaw（1975）は，ニーズ又はニード（need）
について社会福祉的な視点から４つに分類している２）。
この分類法は，保健・医療・福祉，その他の領域の
ニーズに広く参考にされており19），ニーズ概念につ
いての古典ともいえるものである。この分類の概要
は以下である。
　（1）ノーマティブ・ニード（normative need）
　専門家が本人の到達すべき水準を決め，その水準
を達成するために必要なものがノーマティブ・ニー
ドである。本人の外側である第三者から与えられた
目標に対するニードを指す。
　（2）フェルト・ニード（felt need） 
　本人が自ら自覚するニードであり，自分の現在の
状態とこうありたいと願う状態との間の乖離につい
て持つ主観的な感情である。感情レベルのもので実
際には言語化されていない場合があるため，本当の
ニードがどのようなものなのか慎重に見定める必要
がある。
　（3）表明されたニード（expressed need）
　表明されたフェルト・ニードである。本人が感じ
ているニードが言語化され，本人又は団体や家族な
ど集団により表明されるものである。
　（4）比較のニード（comparative need）
　他者が利用しているサービスにも関わらず，本人
は利用していない場合などに，その人はそのサービ
スに対するニードがあると見なされる。また，社会
の平均的な標準や生活様式から乖離しているとき，
その実現に必要なサービスに対してニードがあると
見なす。

　この４分類に加えて都村（1985）は，さらにミニ
マム・スタンダード（minimum standard）とナショ
ナル・ニード（national need）を加えて６つの類型
に分類している24）。この二つの内容は以下のもので
ある。
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　（5 ） ミ ニ マ ム・ ス タ ン ダ ー ド（minimum 
standard）

　補償される必要がある最低ラインの水準は，その
時代時代でのコンセンサスがあり，それは権利と見
なされ，それが満たされていない場合，ニードがあ
ると見なすことができる。
　（6）ナショナル・ニード（national need）
　国民としてふさわしい生活についての合意がある
ときに，現在の問題を解決してそれを実現するため
に多くの人が必要であると認める制度変革がある。

　社会福祉の分野では近年「サービス利用者が感じ
ているニーズ」の重要さを強調した文献が多くみら
れるようになった19）。もともと福祉分野は利用者中
心主義という考え方を重視しており，本人の主観的
な望み（wants）を強調することが予想できる。主
観的な望みを重視する理由について，岡本（2000）
は以下の点をあげている。①対象者の範囲が拡大し
たこと，②専門家の判断がすべてという権威的な考
え方が批判されるなど社会の状況が変化してきたこ
と，③ニーズに基づいた評価（アセスメント）を
行って支援するためには，利用者の感じているニー
ズが軽視できず，専門的な見地からみたニーズと利
用者が感じているニーズをもとに，真のニーズを導
き出していくことが求められること，④利用者（ク
ライエント）のいるところから始まるという社会福
祉支援（ソーシャルワーク）の原理からクライエン
トとそれに関係している人の感じているニーズは常
に考慮されなければならないこと，⑤利用者の感じ
るニーズは，民主主義において重要な概念であるこ
とである19）。
　一方でノーマティブ・ニード（normative need）
や比較のニード（comparative need）は，本人の思
いとは別の要素もそのニーズに含まれており，一口
に「本人のニーズ」と表現されている場合において
も，本人の思いとは違う，あるいは気付かない要素
がこの用語の中に含められていると考えられる。こ
のようなことから，Bradshaw（1975）の４つの類
型はサービス提供者側が専門的な見地から判断する
ニーズとサービス利用者が感じるニーズに分けるこ
とができるとしている19）。これは客観的なニーズと

主観的なニーズと呼ぶことができるだろう（表１）。

２．教育分野におけるニーズ概念
　教育と福祉的なサービスを同列に扱うことは適切
ではないかもしれないが，様々なニーズの要素が絡
み合っているという点では，教育においてもこの考
え方を用いてニーズを考えることは有用である。そ
の意味で，福祉分野でのニーズについての取り扱い
と同様に，教育現場においての，子どもの有する
ニーズがどのようなものなのかについて慎重に検討
する必要があるだろう。なぜならば，実際の教育的
な取り組みでは，教員からみた子どもの到達目標

（ねらい），子どもの意欲，保護者の願い，教員集団
のコンセンサス，管理職の方針，予算や人員，空間
の資源，またそれらの根本をなす教育理念と行政的
な方針など様々な要素が絡み合って教育活動が行わ
れているからである。しかもこれらのどれかを排他
的に優先することはできないのである。
　例えば，一般的に学校や行政が示す方針は制約と
捉えられることが多く，ニードと考えられることは
少ない。しかし，こういった方針が示される状況
は，子どもへの教育水準を現在の状況の中でよりよ
いものとするために出されていることが多く，ノー
マティブ・ニード（normative need）として解釈
することもできる。一方で民主的な手続きによって
ニードを明らかにすることを考えた場合には，本人
や保護者の願いも重要なものであると考えることが
できるだろう。個を重視した教育への転換が目指さ
れている現在，教育的なニーズはそのように複雑な
要素が集合したものであるということを念頭におく
必要がある。したがって，このようにニーズに関し
ての複雑な要素が絡み合う中で，子どもに関係する
人々が，どのように協力し合っていくかが，ニーズ

表１�　Bradshaw２）と都村24）のニード分類における主
観的なニーズと客観的なニーズ

主観的なニーズ 客観的なニーズ

felt need normative need

expressed need comparative need

minimum standard

national
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を重視した教育の大きな課題である。

３．英国の教育制度におけるSENの定義
　次に英国における特別な教育的なニーズ（Special 
Educational Needs, SEN） の 定 義 を 取 り 上 げ た
い。英国におけるSENの定義は1996年教育法の中
で，「特別な教育的な手だて（special educational 
provision）」 と「 学 習 に お け る 困 難 さ（learning 
difficulties）」 と い う 概 念 を 用 い て，「 特 別 な 教
育的な手だて」を必要とするほど，「学習におけ
る困難さ」があるならば，その子どもは「Special 
Educational Needs」を持つとすると記されている５）。
　教育的な支援の基盤を障害種に置いてきた我が国
にとって，どのような場合にこの規定が該当するか
を想像することは難しい。なぜならば，この定義
ではSENに対するはっきりした判断基準（criteria）
が記されていないからである。
　英国のSENに関する判断基準がない理由は，障
害のラベリングを止めて，子どもの実態に即した
教育を行うということをその理念としたためであ
る。そのため，SENがあることは，ラベリング（刻
印づけ）ではなく，能力や学習環境を一人一人の子
どもで査定し，「学習における困難さ」を基本に規
定されることとなる。つまり，SENにおける「教育
的ニーズ」は「学習の困難さ」と対になる考え方な
のである。したがって，SENがある状態とは「学習
の困難さ」がある場合であり，「学習の困難さ」が
あるとは，その子どもが学習をしていく上で，「特
別な教育的な手だて」が必要である場合とされてい

る。つまり，SENの概念の基には「学習の困難さ」
という現象があり，その現象を環境的な条件から解
消あるいは軽減し，さらには力を高めるための「教
育的な手だて」を必要としていることを「SEN」と
言い換えることになる。SENにおける「学習の困難
さ」と「特別な教育的手だて」の定義は表２のよう
に記述されている８）。具体的な「学習の困難さ」を
表す例は多岐にわたり，見えの困難さ，聞こえの困
難さ，移動の困難さ等，従来の障害分類から判断さ
れやすいものもある。また，読みや書きの困難さな
どは，複数の要因が考えられ，学習の困難さ（この
場合は知的障害や学習障害以外の要因も考えられ
る）は幅広い概念である。こういった学習の困難さ
の程度に応じて，特別な教育的な手段を考えるとい
うのが「学習の困難さ」と「特別な教育的なてだて」
との関係だといえる。
　一方，障害のラベリングをやめ，学習の困難さを
中心に教育的な手だてを考える英国の教育である
が，実際には，従来の障害種を専門にして教育を提
供することも可能である。特に視覚障害や聴覚障害
については，盲学校や聾学校も存在しており，障害
概念そのものを排斥したわけではない。「SEN」で
新たな枠組みを作ったが，これまでの障害種別の対
応も維持しながら教育を提供しているのである12）。
このように英国のSENは，定義の仕方は論理的で
明快であるが，実際に教育活動で運用していくため
には，その都度「学習の困難さ」と「特別な教育的
な手だて」を検討する必要があり，具体的な手続き
が難しい現状にある。そのために，SENの定義は

表2��「学習における困難さ」と「特別な教育的な手だて」の定義

「学習における困難さ」

ａ）子どもに，同年齢の子どもと比べて，学習において有意に困難さがある場合，
ｂ）子どもが，学区又は学校にある施設設備を充分に利用できない困難さがある場合，
ｃ） 義務教育学校に就学する年齢以前で，上記のａ），ｂ）の状態に当てはまる場合か，特別な教育的

手だてがない場合，または，上記のａ），ｂ）の状態になる可能性のある場合である。

「特別な教育的手だて」

ａ） ２歳以上の子どもの場合は，同年齢の子どもに提供される教育に，さらに追加された教育，あるい
はその教育とは異なる教育的手だてを特別な教育的手だてという。

ｂ）２歳未満の子どもの場合は，全ての教育的手だてが特別な教育的手だてである。

 （1996年教育法）８）
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曖昧だ４）21）22）と述べられることが多い。
　また，このSENを明確化する手続きとしては，

「判定書（ステートメント）」の作成が重要な役割を
担う。判定書の作成手続きは，医療，福祉，教育，
心理などの関連する分野の専門家が子どもの評価を
行い，その実態から「学習の困難さ」を査定し，そ
こに必要と考えられる「特別な教育的手だて」を明
らかにするものである。その手続きとしては，教師
を含めた専門家と保護者がその内容について同意し
て作成されることになる１）。したがって，専門家か
らの客観的な視点だけではなく，本人や保護者の感
じるニーズも反映されることになる。

Ⅲ .　英国における障害のある子どもの教育
の変遷とウォーノック報告におけるSEN
の定義又は規定　　　　　　　　　　　

１．英国における障害のある子どもの教育の変遷
　ここでは，英国の障害のある子どもの教育の歴史
的な経緯を踏えながら，教育現場からすれば曖昧な
解釈ともとれるSENという概念を導入するに至っ
た背景について述べる。
　英国における障害のある子どもの教育が近代的
な体系として確立されのは，1944年教育法からで
ある。1944年教育法５）では「特別な教育的取り扱
い（special educational treatment）を要する子ど

もの障害」と規定されており，我が国の「特殊教
育」と同様な障害カテゴリーが採用されていた。こ
れらの障害種別とは，盲，弱視，聾，難聴，虚弱，
糖尿，教育遅滞，てんかん，適応障害，肢体不自
由，言語障害の11分類であった。この1944年教育法
による教育制度では，障害の程度を基準に，教育を
受けることに対して「適切」と「不適切」とに分
類されていた。それらの子どもの教育及び指導に
関して，「適切」とされた子どもについては地方教
育局（Local Educational Authority，以下LEAとす
る）が，「不適切」とされた主に重度の知的障害（お
おむねIQ50以下）については，地方保健局（Local 
Health Authority）がその責任を担い，地方保険局
が担当する場合は，実質的に就学免除の形をとる
ことになっていた。この「適切」「不適切」の分類
は，1970年教育法の施行時に撤廃され，障害のある
子どもの全員就学がほぼ実現し，LEAがすべての
子どもの教育を担うことになった（また同時に，糖
尿が虚弱に組み入れられ障害種別は10種類となって
いる）。そのため，就学する児童生徒数が激増し，
それに伴って，専門家の養成，義務教育修了後の措
置，障害種別カテゴリーの検討，統合教育の方向づ
けなどを巡る課題が生じた。このような様々な課題
を検討するために1973年に倫理学者であるマリー・
ウォーノック（Mary Warnock）を委員長に「障
害児者教育調査委員会」（Committee of Enquiry 

表3　�ウォーノック報告と同時期の英国の代表的な教育改革

（１）中等教育改革 労働党の教育改革

　11歳時エリート選抜を行うために実施されていた選抜試験（Eleven Plus Examination)をやめ、地域
に共通の中等学校を設けようというコンプリヘンシブ・スクール（Comprehensive schools）構想。地
域のすべての子どもを受け入れることを原則とすることを想定したため、障害などの問題をもつ子ども
の教育についても検討することが求められた３）。

（２）補償教育（Compensatory education）

　1968年プラウデン報告：子どもの学習の到達度に違いが生じることの原因を、子どもの知能や他の生
得的な能力に基づいて考えるのではなく、社会環境や家庭環境、生育歴に目を向け、それにより、子ど
もの教育的ニードに注目し教育することを前提とした考え方15）。

（３）保護者の学校教育への参加　1977年テイラー報告

　「補償教育の考え方を通じて子どもの持つ社会的・家庭的な問題に対応するために重要となる保護者
を学校教育の理解者、あるいは協力者として連携していくことが必要であることから、保護者が積極的
に学校教育へ参加し、その発言権を補償する手だてを提案した13）。
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into the Education of Handicapped Children and 
Youth）が設置され，特殊教育に関する方策が検討
されることになった。なおこの委員会が1978年に提
出した報告書が「ウォーノック報告」と称されてい
る。
　この時期の英国の教育改革についてはウォーノッ
ク報告が注目されるが，その他にも「中等教育改
革」，「補償教育」，「テイラー報告」といったいくつ
かの動きがあった（表３）。これらの教育改革の課
題はウォーノック報告にも反映されており，障害の
ある子どもの教育を考える新しい枠組みに生かされ
ていると記されている26）。

２．ウォーノック報告が目指したもの
　英国において，ウォーノック報告から1981年教育
法につながる1970年から1980年代の20年間は，障害
そのものや障害者の権利についての考え方が大きく
変化した時期であった。世界的にも「聴力障害者の
権利宣言（1971）」「精神遅滞者の権利に関する宣言

（1971）」「障害者の権利に関する宣言（1975）」など
障害者の権利に関する宣言が制定批准され，障害者
の権利や生活について，社会がどう関わるべきかを
考え直す時期であったと考えられる。このような
中，英国において1973年に前述の「障害児者教育調
査委員会」が設置された。その委託内容は，「心身
障害児童・青少年に対する英国の教育制度に再検討
を加え，同時に，これら青少年の就業対策を含む医
療面の改善策を考慮し，併せて以上の目的に沿った
予算人員の最も効果的な配分等の方策について調査
し，所要の勧告を行うこと。」というものであった。
この委員会内には，①就学前，障害のある幼児の教
育課題，②障害のある子どもの統合教育，③特殊教
育諸学校の役割，④義務教育を修了した障害のある
生徒の教育課題，⑤特殊教育の教員養成・研修計画
の小委員会が設けられ，主に１）障害の分類とラベ
リングの問題点，２）統合教育，３）障害のある子
どもに対する生涯教育と専門家の関与，４）保護者
の協力について等が検討された。この委員会におい
て27名の委員が５年間の期間をかけて，400ページ
を超える報告書（ウォーノック報告）を作成し，政
府に提出している６）。

　この報告書では，その当時の英国における障害の
ある子どもの現状の分析と，望ましい教育のビジョ
ン，現状の問題点と改善の方向性を明確に示してお
り，その内容では主に２つの点において注目され
る。１つめは「教育を受ける対象」について述べて
いる点，２つめは「教育の場と質」についてである。
　（1）ウォーノック報告における｢教育を受ける対象｣
　まずは，１つめの｢教育を受ける対象｣についてで
ある。ウォーノック報告では，①従来の障害種別
による教育によって社会的なラベリング（烙印づ
け）がされることを防ぐ，②重複障害など複数の障
害カテゴリーに該当する子どもや，学習遅滞などの
従来の障害カテゴリーでは説明できない子どもに十
分な教育的な手だてを提供する，という二つの目的
のためにSENという新しい概念を導入し，子ども
に合った支援を受けられるよう対象を拡大させてい
る。この概念を導入した根底には，「障害のカテゴ
リー」から「支援の連続性」への理念の変更がある。
それが「SEN」や「連続したニード」という用語
を用い，障害のある子どもと，学習や適応において
広範な難しさを経験している子どもとの間をはっき
りと分けずに，支援が必要な子どもを広く対象とし
た。
　当時は教育的な効果の評価が難しかった重度の重
複障害のある子ども等に対しても「文明社会であ
るならば，もっとも重い機能不全を抱える子ども
に，ただ世話をするに甘んじてはならない。ゆっく
りであっても，我々の明らかにした教育目標を目指
し，常に彼らを支援する方策を見い出さなくてはな
らない。」と述べ６），重複障害の子どもを決して単
なる医療対象の子どもとせず，教育を行う対象であ
ることの必要性を主張している。また，主たる障害
がない学習遅滞の子どもや，移民の子どものよう
に，家庭の言語環境が英語ではないために，英語で
行われる授業で学習が難しい子どももその対象とし
た。この概念においては，「学習の困難さ（Learning 
Difficulty）」という考え方の基に特別な教育的な手
だてを用いて教育を行うことを目指しているとも言
える。
　（2）ウォーノック報告における「教育の場と質」
　次に２つめの「教育の場と質」についてである。
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統合教育という視点から注目されているウォーノッ
ク報告であるが，この報告の中では，「教育の質」
を高めることが重要であると示している。ウォー
ノック報告は，そもそも障害のある子どもの教育を
普通教育とは一線を画したところに置くという英国
でもみられがちだった伝統的考え方を廃することか
ら出発し26），教育はできる限り通常の学校で行われ
るべきであり，そのためには，小学校・中学校の中
で特別な教育的な手だてを整備することが必要であ
ることを提唱している。
　しかしながら，特別学校（Special School）の存
在そのものを否定するのではなく，密度の高い教育
の場が子どもに必要な場合に限定しつつも，特別学
校の存在意義を認めていることには注目すべきであ
る。例としては，障害が重度であるために必要とさ
れる施設，教授法が小学校・中学校で用意できない
場合や，対人関係や社会性に困難さがある情緒・行
動障害がある場合，又は障害は軽くても重複してい
て小学校・中学校での特別な援助程度では効果が上
がらない場合をあげている。
　このようにウォーノック報告では教育的なニーズ
を中心とした教育を行うために，SENという概念
を導入した。それまでの特殊教育が対象としていた
子どもが全体の2%であったにも関わらず，その教
育が対象とする子どもは20%と推測し，具体的な教
育的な手だてを準備することを求めたのである。

Ⅳ．SENに関する課題

　SENの概念について，ウォーノック報告を受け
た政府白書（1980）では次のように述べられている７）。
　「現行法は障害のある子どもはすべて単一の障害
を有するものであると仮定しているが……いかなる
分類体系をもってしても，一人一人の子どもの医学
的，心理学的，教育的および社会的諸側面を同時に
記述することは容易にできることではない。しか
も，医学的診断は，子どもの教育上の必要条件を適
切に分析評価するものでもない。ある意味では，一
人ひとりの子どもの教育的ニーズはその子どもで

『特別』なのである。それらのニーズはその子ども
に特有なものだからである」。

　このように，一人一人のニーズに応じるという考
え方を実現するために，SENに「定義の曖昧いさ」
という課題が生じたことが説明されている。ここで
は主に曖昧さのため，どのような課題が生じ，また
そのような課題にどう対処しているのかについて取
り上げる。

１．教育的な手だての不平等に関する課題
　障害のカテゴリーによるラベリングをやめた背景
には，カテゴリー化をすることでカテゴリーの狭間
にいる子どもを救うことや，障害のラベリングから
くる社会的不利を未然に防ぐ目的があった。また，
もともと英国では1970年以後，重複障害，自閉症，
重度の身体障害の子どもの教育の問題に直面する中
で，障害を分類すること自体の問題，すなわち，障
害か健常かの絶対的な区別をすることができないこ
とが専門家に気付かれていた14）。このことは，現在
の我が国にもみられる状況である。障害区分の細分
化を行えば行うほど，障害の状態の連続性という観
点からは，子どもの障害分類の判断は難しくなる。
また，重複した障害のある子どもへの教育的な関わ
り方が複雑になり，その教育的な支援方法の整合性
を保つことが難しくなる。障害を細分化しながら，
教育的な支援の方法を考えることは，手続きとして
は明快だが，英国のSENはそれとは別の方法を採
用したということになる。
　障害のラベリングをやめたことで，どのような特
別な教育的な手だてを提供するか，またそれをどの
程度行うべきか等について，子どもの学習の困難の
程度や内容を，一人一人について考えていくことが
必要となった。ウォーノック報告の記述に関する項
目の中で，学習の困難については記述することが重
要であると述べられている６）。このような記述の手
続きが増えたことにより，一人一人の子どもの実態
について細やかにみていくこととなり，本人の障害
による学習の困難さだけではなく，周囲の環境要因
も意識化されるようになった。この手続きの煩雑さ
はSENの理念を反映しているということができる。
　しかしながら，このように具体的な判断基準がな
いことで，子どもが通う学校や関わる教育関係者に
よって，教育的ニーズの理解に差異が生じてしま
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う可能性があることが指摘されている20）。この問題
は，管理職や教員集団が特別な教育的なニーズをど
のように理解するかや必要とする予算をどう考える
か等の学校間の差にとどまらず，財政的に豊かな都
市部とあまり豊かではない地方における格差もあ
り，場合によって保護者や子どもにとっては不服申
し立てが必要になる事態になることがある。このよ
うな場合のために保護者がその子どもの扱いに不服
がある場合に申し立てができる調停機関が設けられ
ている。その詳細についてはガイドブック１）にお
いて説明されている。

２．「18%のSENのある子ども」についての課題
　SENの対象となる子どもに関しては，ウォー
ノック報告と実際に施行された教育制度間に横た
わる課題がある。それは，実際のSENのある子ど
もの割合についてである。ウォーノック報告では，
SENのある子どもが20%と見積もられていたが。し
かしながら，実際に1981年教育法が施行された時点
では，従来の特殊教育が対象としていた２%の割合
の子どものみに，SENの支援が必要であることを
示す判定書（以下，ステートメントと呼ぶ）が発行
されなかった。そのため残りの18%の子どもに対し

ては具体的な手だてを講じることが難しく，しばら
くの間，教育現場にSENに対する考え方について
混乱が生じたようである25）。実際には，SENがあり
ながら，具体的な教育的な手だてを受けることので
きない子どもを称して「18%のウォーノックの子ど
もたち」とよばれていた11）。
　学校現場において，特別な教育的な手だてを実施
するためには，人員や教材等のリソースを確保する
必要がある。しかしながら，こういった大きな制度
改革を行った場合に，実態に見合った具体的なリ
ソースを即時に提供することは困難である。なぜな
らば，教育的な手だてには連続性が必要であり，ど
の程度から具体的に予算をつければよいかというこ
とを判断するのが難しいからである。また，1981年
教育法の施行時期には緊縮財政の時期と重なったた
め，簡単に予算の増加を望むことは難しい状況で
あった。
　当初に作成された判定書（ステートメント）は
学齢児の２%に対してであったが，施行から25年を
経た現在においても，その作成は３%程度とウォー
ノックが考えた20%には及んでいない12）。この現状
に対してウォーノック本人は「もう少しだけでもこ
れらの子どもに対する予算が増やされるならば，学

図１　「障害」と「Special�Educational�Needs（SEN）」の概念の重なりと違い
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　徳永（2005）23）
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校自体が良くなり，子どもたちの生活の質も高ま
る」と述べている16）。
　現在は特別な教育的な手だての必要性に応じて，
予算が配分されるシステムがLEAにより展開され
ており，それによって補助教員をつけたり教材を購
入したりすることが可能となっている１）。しかしな
がら，この制度は学校側がLEAに対して所定の手
続きを行い，審査されることで資金を得ることに
なっている。そのため，書類作成などの手続き上の
煩雑さを避ける教員や，SENへの理解のない学校
長などの場合には，このような申請が行われない場
合もあり，この部分についても課題となっている。
また，資金を得たとしても，この資金はいわゆる

“紐付き”ではないため，得た資金を別の用途に流
用するなどの事例があるため，予算の使い方につい
ての明確な基準がないことが問題視されている10）。
　判定書（ステートメント）と支援の関係について
は理解が難しい部分だが，徳永（2005）の示す図（図
１）23）をみると，判定書を持たないがSENのある子
どもと，判定書がありSENのある子どもの関係を
理解することができる。

３ ．判定書を得るための手続きと教育的な手だてを
得るための手続きの煩雑さに関する課題

　学習上の困難に直面している子どもの状態を評価
（アセスメント）する場合には，その子どもの学習
上の困難の原因となるものを何らかのカテゴリーか
ら選び，それに適用できる教育的手だてを選ぶ方が
時間的な制約やコスト的なメリットから考えると効
率的である。こうした理由から，以前は英国におい
ても学習困難の要因をカテゴリーに分け，障害種を
用いてきた。
　またステートメントを作成するには，医療面，心
理面等多方面からのアセスメントが必要であるが，
そのためには時間が必要である。また，経費面から
も複数の専門家に依頼するために，およそ ３千ポ
ンドから４千ポンド（日本円にして70万円から90万
円程度）が必要であり，このことは，政府にとって
大きな負担となっている。この経費が大きいため
に，子どもへの教育的な手だてにまで資金を回すこ
とができないという問題が生じている10）。

　さらに，本来は教育的な手だてを得るための判定
書だが，実際には判定書を得ても自動的に資金が得
られる制度ではないため，小学校・中学校に在籍し
ている子どもにとって，判定書を保有していても，
直接の支援，つまり利益にはならないこともある

（判定書を保有しているとLEAから資金を得やすく
なる可能性はある）１）。
　またこの判定書については，毎年内容の更新が求
められている９）。この業務はSENコーディネーター

（Special Educational Coordinatar : 以下SENCO）が
年度末に行うこととなっており，その作業は負荷が
高いために，具体的なSENCOとしての業務や子ど
もの指導が難しくなるという課題もあり，今後検討
が必要であると指摘されている20）。

Ⅴ．現在の我が国の特別支援教育における
ニーズと支援の位置づけ　　　　

１．特殊教育と特別支援教育
　英国の教育制度とSEN及びそれらの課題につい
て述べてきたが，ここからは我が国における障害の
ある子どもへの教育システムとその課題について検
討する。
　これまで日本では，対象となる子どもの特性に適
した教育課程・教育方法および教育メディアなどを
通じ，教科教育・治療教育および職業教育を実施す
る特殊教育がすすめられてきた28）。
　そのため，障害があることにより，通常の学級に
おける指導ではその能力を十分に伸ばすことが困難
な子どもに対しては，一人一人の障害の種類・程度
等に応じ，特別な配慮の下，盲・聾・養護学校や小・
中学校の特殊学級での教育が行なわれてきた。また
平成５（1993）年には，通常の学級に在籍する障害
のある児童生徒が，通常の学級で教科等の指導を受
けながら，特別の指導を特別の場で受ける「通級に
よる指導」が制度化された。このように我が国は子
どもの障害や発達の程度に応じた教育を行うための
多様な仕組みを増やしてきている。
　平成13（2001）年１月に示めされた文部科学省
の「21世紀の特殊教育の在り方に関する調査研究協
力者会議」による「21世紀の特殊教育の在り方につ
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いて～一人一人のニーズに応じた特別な支援の在り
方について～ （最終報告）」では，「特殊教育につい
ては，これまで児童生徒等の障害の種類，程度に応
じて特別の配慮の下に手厚くきめ細かな教育を行う
ため，盲・聾・養護学校や特殊学級などの整備充実
に努めてきたところである。」というように，従来
の特殊教育が少人数指導などの特別の配慮等を基本
に，障害の種類と程度に応じたきめ細やかな対応を
してきたことを述べている。
　今回の学校教育法の一部改正（平成18（2006）年
６月21日）では「特別支援学校は，視覚障害者，聴
覚障害者，知的障害者，肢体不自由者又は病弱者

（身体虚弱者を含む。以下同じ。）に対して，幼稚
園，小学校，中学校又は高等学校に準ずる教育を施
すとともに，障害による学習上又は生活上の困難を
克服し自立を図るために必要な知識技能を授けるこ
とを目的とする。」といった規定に改められた。こ
の点については，環境要因の変更にまでは踏み込ん
でいないが，障害そのものよりも，障害とその子ど
もを取り巻く環境から生じる一人一人違った学習や
生活の困難を教育の中で取り扱うというように読む
ことができる。
　こうしたことから，教育的な支援について，子ど
もの障害カテゴリーからのみ考えるのではなく，障
害のある子どもが直面している学習上や生活上の課
題にも目を向ける視点が付加されたものと考えるこ
とができる。

２．特別支援教育における「教育的なニーズ」概念
　特別支援教育では特殊教育に比べ，障害カテゴ
リーよりも，個に対応した教育をしていこうという
姿勢が見て取れることは先に述べた。この新しい枠
組みでは，「障害のある子どもの一人一人の教育的
ニーズに対応した教育」という理念で，「教育的な
ニーズ」という概念が導入されている。この概念の
導入は，先にも述べた障害に対する世界的な動向を
取り入れたものと解釈できる。この概念は英国の教
育制度におけるSENに類似した考えである。
　英国のSENの定義は，「学習の困難さ」や「特別
な教育的な手だて」を軸に規定されている。一方で
特別支援教育の「教育的なニーズ」については，文

部科学省の通知や答申・報告書等で明確に定義して
いる部分はない。こういった定義のない中で，徳永

（2004）によれば，文部科学省が出した「小・中学
校におけるLD（学習障害），ADHD（注意欠陥／多
動性障害），高機能自閉症の児童生徒への教育支援
体制の整備のためのガイドライン（試案）」の中の
ニーズの使われ方として①子どものカテゴリーとし
て使用する場合，②手だての支援の明確化の手続き
を説明する場合，③要望や希望，期待を意味する場
合の３つのタイプに整理できると指摘している22）。
　また，「教育的なニーズ」という用語自体も，こ
の「小・中学校におけるLD（学習障害），ADHD

（注意欠陥／多動性障害），高機能自閉症の児童生徒
への教育支援体制の整備のためのガイドライン（試
案）」17）や「21世紀の特殊教育の在り方について～
一人一人のニーズに応じた特別な支援の在り方に
ついて～ （最終報告）」28）の中では，「特別な教育的
なニーズ」という言葉が用いられているのに対し，

「今後の特別支援教育の在り方について（最終報告）」
以降では，「障害のある子供の一人一人の教育的
ニーズ」のように「障害のある」という言葉が併記
されるようになった。「一人一人の教育的なニーズ」
ということを障害のある子どもの教育の枠組みでと
らえ，「障害」がより強調された表現に変化してき
ているといえる。このことは，現在の特別支援教育
の理念を実現するために，いったん対象とする児童
生徒の範囲を限定したとも解釈できる。しかし，障
害のない子どもであっても教育的なニーズが存在す
ることは，ウォーノック報告のSENの連続性の議
論からも明らかであり，今後，障害のカテゴリーと
教育的なニーズについての整合性を整理することは
大きな課題といえる。
　我が国の特別支援教育では「障害のある子どもの
一人一人の教育的ニーズ」という言葉のもと，「障
害」を上部構造に，子どもの実態把握などを下部構
造に位置づけていると考えられる。こうした構造の
利点は，「障害」を明確化することで支援内容への
接続がより簡便になることである。一方で，特殊教
育から特別支援教育になり「教育的なニーズ」とい
う用語が明確に記されるようになった背景には，障
害よりも子どもの直面している困難に焦点化するこ
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とが重要であるという考え方が影響しているのであ
る。この子どもの直面している学習上の困難への支
援という視点を，障害概念を残ししつつどのように
維持していくかは，今後の課題ということができる
だろう。

３ ．分類の視点から見た英国と我が国の教育的ニー
ズとその課題

　ニーズという概念には，複数の意味づけがあるこ
とを前述した。複数の意味が一つの言葉に込められ
ているときには，どこかでその意味を整理する必要
が出てくる。意味が取り違えられたまま物事が進行
した場合，進行するにつれて齟齬が生じてくるから
である。意味づけされているものは，その概念を明
らかにした上で議論を進められなければならない。
　近年，障害は個が有する障害そのものとしてでは
なく，周囲の環境との中で相対的，多様に生じるも
のであるという認識が広く受けいれられるように
なってきている。この障害の捉え方の変化は，「医
療モデル」から「社会モデル」へなどと説明され18），
社会福祉における新たな価値観として，基本的なも
のと位置づけられている。しかし，教育現場におけ
る「障害」の捉え方について，社会モデルのみから
理解することは非常に難しいと考えられる。なぜな
らば，教育の目的は社会的な自立や自己実現を目指
すことであり，「子どもが学習する」「学習して力
を高める」「子どもに変化を迫る」というパラダイ
ムが教育の基本であるからである。教育の中では，

「障害」は，特殊なものはなく中立的な属性として
位置づけ，学習や生活における困難さを把握し，そ
こに生じる「教育的ニーズ」への対応を重視し，将
来的に社会の中でできるだけ充実し，質の高い生活
が送ることが可能となる取り組みが必要である。そ
のためにも「教育的なニーズ」については，子ども
に関わるすべての人々が継続的に考え，お互いに議
論をする必要があるだろう。このことは，ニーズ概
念の項で述べた，様々な立場からのニーズを総合し
て，子どものためにより良い教育を実現可能とする
ことだと考えられる。
　こうしたことを踏まえて，ニーズ概念の議論の方
向性としては，「障害のある子どもの学習の困難さ」

を基準にするのか，あるいは障害のある子どもが学
習指導要領に沿った学習をするための教育的手だ
てを基準にするのか，あるいはさらに踏み込んで，
英国のSENのように障害カテゴリーにとらわれず，
個々の子どもの「学習の困難さ」を基準に置くのか
などが論点としてあげることができる。この教育に
おける理念とそれを実現するための目標を定めるた
めの検討が必要となるだろう。

Ⅵ．おわりに

　本稿では，1978年のウォーノック報告に始まる英
国の教育制度の変遷と，SENの考え方とその教育
の理念とシステムに関する考え方を手がかりに，今
後の我が国の特別支援教育における「教育的なニー
ズ」の取り扱いに関する課題点について考察した。
　ウォーノック報告が定義したSENの概念規定は
曖昧であるとされながら，その重要さと幅広さのた
めに長らく多くの議論が継続されてきている。また
相対的な用語である「学習の困難さ」を概念規定の
柱としたゆえに，より曖昧さが生じたと考えてき
た。しかしながら，それらのために判定書（ステー
トメント）を作成するときや，教員が子どもへの

「特別な教育的な手だて」を考えるときに，「教育的
ニーズ」「学習の困難さ」に関する議論を継続させ
る機能が，この概念の中に含まれているのかもしれ
ない。
　我が国の特別支援教育では，障害カテゴリーを残
しつつ，「教育的ニーズ」を重視した教育理念を示
している。この障害カテゴリーを維持している部分
が英国の教育制度とは大きく異なる点である。障害
のある子どもの教育的なニーズという，「障害」の
限定をつけることで，これまでの特殊教育との整合
性を維持していると考えることができるだろう。こ
の部分は過去の蓄積してきた専門性などの遺産を活
用する上で，利便性の高い考え方ではある。しかし
今後，障害のある子どもの教育に対する小・中学校
の役割が増大するとすれば，この「教育的なニーズ」
を障害から考えていくのか，あるいは子どもの特別
な支援の必要性から考えていくのかは，いっそう議
論の必要があるだろう。それは，小・中学校では学



－134－

横尾：我が国の特別な支援を必要とする子どもの教育的ニーズについての考察

級集団を単位に教育が提供されており，障害のカテ
ゴリーだけではとらえられない学習困難な子ども等
の「教育的なニーズ」についても検討していく必要
が生じると考えられるからである。一方で，英国で
は発生頻度（出現率）が低いSENとして，障害カテ
ゴリーの復活が検討されている23）。こういった状況
を考えると，「教育的なニーズ」だけや「障害カテ
ゴリー」だけではとらえきれない部分があることが
考えられる。今後は教育現場の取り組みやそこで生
じる課題を検討しつつ，小・中学校では「教育的な
ニーズ」を中心に置いた支援を考えたり，特別支援
学校では，障害のカテゴリーも重視しながら「教育
的なニーズ」を考えたりなど，その状況や子どもに
応じた「教育的なニーズ」について考える必要があ
る。
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Abstract: The system of education for children with disabilities in Japan has changed from that of 
special education to that of special-needs education, and at the same time the concept of “educational 
needs” was incorporated into the education for such children.  Currently, an active discussion on the 
concept of “educational needs” is being conducted in European countries and at international institutes 
aiming at education to respond to the needs of individual children.  There are both subjective needs that 
a child feels and objective needs that specialists suggest.  Recently, the subjective needs that a child feels 
have been emphasized from a democratic viewpoint.  In the educational system in the UK, children with 

“special educational needs” are defined as “children who need ‘special educational provision’ because of 
their ‘learning difficulty regardless of the category of their disability.”  On the other hand, the system 
of special-needs education in Japan has been designed on the basis of the category of the disability.  The 
definition of “educational needs” in this system is still being discussed and remains to be established.  
In this paper, we first organize the concept of needs in the field of social welfare, organize the concept 
of “educational needs” in special-needs education on the basis of the concept of “special educational 
needs” that has been addressed in the UK, and then examine the future issues regarding the concept of 

“educational needs” of individual children.
Key Words: Special educational needs, Special-needs education, Educational needs, Educational difficulty, 
Category of disability




